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議 案 第 ６ 号 

 

 

 

    専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て     

 平成２１年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第４号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。 

 

 

 

  平成２２年７月３０日提出 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 須 田 健 治     

 

 

 

提 案 理 由 

 国庫補助金の額の決定に伴い、事業費を計上するほか、平成２０年度国庫補助金の

超過交付分を返還する必要があるため、平成２２年３月８日に平成２１年度埼玉県後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）を専決処分し

たので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出する。 

 

 

 

 



 

         専 決 処 分 書          

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第 1 項の規

定により、専決処分する。 

 

 

   平成２１年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会    

   計補正予算（第４号）（別紙） 

 

 

 

  平成２２年３月８日 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 須 田 健 治     印
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